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・36協定届が新様式になります！

・健康保険被扶養者認定手続の添付書類に

ついて

「ビタミンM」メール配信サービスを始めました！「kcr@nkgr.co.jp」に＜事業所名・お名前・メール配信希望＞をご記入の上、メールをお送りください。毎月、労務に関する
最新情報をお届けいたします。

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

お知らせ

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容
が不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

■36協定で定める時間外労働時間に、罰則付き上限を設定

36協定届が新様式になります！

NO.77

健康保険被扶養者認定手続の添付書類について

①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる。
②使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負う。また、労働時間が長くなるほど過労死との
関連性が強まることに留意する。

③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にする。
④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間・年360時間）を超えることはできない。限度時間を超えて労働さ
せる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければならない。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限
り近づけるように努める。
⑤1ヶ月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間（※）を超えないように努める。

（※）目安時間：1週間で15時間、2週間で27時間、4週間で43時間
⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努める。
⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保する。
⑧限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するように努める。

①時間外労働の上限（限度時間）：月45時間・年360時間 ⇒ 臨時的な特別の事情がなければこれを超えることは不可

②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内（休日労働を含む）、
月100時間未満（休日労働含む）を超えることは不可、また、月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月まで

■36協定の新様式は2種類
新様式は案として、特別条項の有無により2種類が公表されています。
①36協定届（特別条項なし）： 1枚 様式案 ⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344353.pdf

記入例 ⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf

②36協定届（特別条項あり）： 2枚 様式案 ⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344354.pdf

記入例 ⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf

★臨時的に限度時間を超えて労働させる場合に「特別条項あり」の様式で届出が必要

※2019年4月施行（中小企業への適用は2020年4月）

■36協定締結時の留意事項

厚生労働省は、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日
労働について留意すべき事項に関して、新たに指針を策定しました。

従来、被保険者と別姓の方を扶養に入れ
る場合は、続柄確認書類として戸籍謄本や
住民票が必要でした。事業主が上記書類
で続柄を確認し、かつ被保険者と被扶

養者双方のマイナンバーを届出書に

記載すれば、添付は省略できること

になりました。

次に収入の確認です。年間収入が130万円
未満（60歳以上の方や障害厚生年金受給
要件該当程度の障害者は180万円未満）で
あることを確認できる課税証明書等が必要
ですが、所得税法上の控除対象配偶者ま
たは扶養親族であることを確認

した旨を届出書に記載している

とき、また、16歳未満のときは添

付省略可能です。

別居の場合は、被扶養者の収入が被保険
者からの仕送り額未満である必要がありま
す。今までは仕送り額についての添付は不
要でしたが、仕送りの事実と仕送り額が確
認できる書類が必要になりました。

・振込の場合：預金通帳等の写し

・送金の場合：現金書留の控え

ただし16歳未満や16歳以上で

学生の場合添付省略可能です。
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なるほど。添付不要でもこちらできちん
と確認しないといけないんですね。マイ
ナンバーも忘れずに回収するようにしま
す。

10月から全国健康保険協会の扶養認
定について、添付書類に変更があると
聞きましたが、何が変わるのでしょうか。

他府県の大学に通わせている子供や、
離れて暮らす両親を扶養に入れたい場
合はどうなりますか。
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